
アヴニール保証・個人 

お 客 様  各位 

仲介業者様 御中 

 

 

入居申込書および記入に関する注意点について 

 

 

この度は、弊社管理物件への入居お申込み誠にありがとうございます。 

入居申込書および記入に関する注意点ついて、以下の通りご案内致します。 

 

■お申込み優先順位は、記入漏れのない入居申込書・必要書類ＦＡＸ・メール到着順となります。 

 

■未記入部分や不足書類がある場合は、再提出予定の日時をお知らせください。 

 

■電話番号・携帯番号等は、大きく鮮明にご記入ください。 

 

■退室予定以外のお部屋は、原則として申込日から１４日以内の賃料発生となります。あらかじめ、

入居ご希望日と契約スケジュールをお知らせください。 

 

 

≪送付または DL 書類≫ 

 １．本送付状  １通 

 ２．入居申込書 兼保証委託契約書（アヴニール個人用）   １通 

 ３．家賃等決済サービス契約・申込書・同意書（個人用）   １通 

 ４．個人情報のお取扱い承諾書              １通 

 

 

≪申し込み用必要書類≫ 

 １．入居申込書 兼保証委託契約書（アヴニール個人用）   １通 

 ２．家賃等決済サービス契約・申込書・同意書（個人用）   １通 

 ３．個人情報のお取扱い承諾書              １通 

 ４．免許証など顔写真つき本人確認証のコピー（裏・表）   １通 

 ５．社会保険証のコピー（裏・表） １通 

 ６．学生の場合は、学生証・合格通知書・内定通知書等のコピー  １通 

 

 

株式会社 アヴニール 

ＴＥＬ０３－６２７３－０５１５ 

ＦＡＸ０３－５３６７－１９７１ 

担当者 ： 吉村・中林 

ｉnfo@kanri-avenir.co.jp 



申込日

名称 号室

所在地

総額賃料 円 円

備考（1） 10,000円

備考（2）

支払委託手数料

フリガナ 年齢

才 携帯番号

〒　　　　－ 電話番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

住居形態 居住年数

転居理由 現家賃 円

勤務先名 電話番号

業種

役職 人

雇用形態 年収

出向・派遣先 所在地

備考・その他

続柄 年齢

万円

万円

万円

万円

フリガナ 年齢 続柄

才 携帯番号

□連帯 〒　　　　－ 電話番号

保証人 居住年数

住居形態 現家賃 円

□緊急 勤務先名 電話番号

連絡先 業種

役職 　

雇用形態 年収

　　上記の申込内容に相違ありません。本紙の記載内容が事実と異なる場合は、入居を取り消されても一切異議申し立ていたしません。

署名      印　　　
　　　※入居審査の結果によってお断りする場合、審査内容・理由の説明はできませんので、予め御了承下さい。　

FAX 03-5367-1971TEL 03-6273-0515

TEL FAX 

 ※ 保証委託更新料については該当月に賃料と併せて引落しとなります

 （　　　　　　　）　　　　　　　　　　-

生年月日

保証委託料
初回／総額賃料50％

（最低委託料20,000円）

　　　年     　　　カ月

氏名

転勤・転職・就職・結婚・離婚・独立・入学・立退き・住替え・他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

万円

所在地
〒　　　　－

物件情報

印

現住所

　年　　　　　月　　　　　日

　入居申込書 兼 保証委託契約書（個人用）

         　　年　     　　 月　 　    　 日      

 （　　　　　　　）　　　　　　　　　　-

申込人
（賃借人）

従業員

職種

所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  役職

 年 　       　月          　日

〒　　　　－

勤務先・学校名

（　　　 　）　　　　　　　-　　　　

（　　　　　　　　）　　　　　  　　　-

（　　　 　）　　　　　　　-　　　　

（　　　 　）　　　　　　　-　　　　

　　　年　　　　　　　カ月

　  　　年　　       　月　　  　    日       

名称

（　　　　　　　　）　　　  　　　　　-

 年 　       　月          　日

住所

生年月日

現住所

氏名
実印

賃貸・家族所有・自己所有・寮社宅・公営・他(　　　　　　　　　　）

契約始期日

年間委託料

東京都新宿区新宿2-17-10 黒岩ビル4F

　　　年　　   　カ月正社員・公務員・自営業・派遣・ﾊﾟｰﾄ/ｱﾙﾊﾞｲﾄ・他（　　　               　　） 万円

株式会社アヴニール　東京都新宿区新宿2-17－10 黒岩ビル4F　　　　TEL 03-6273-0515　

（　　　 　）　　　　　　　-　　　　

礼　金

申込人及び連帯保証人は右記記載の「契約条項」を承認し、「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項」に同意の上、入居申込および保証委託契約の申し込みをします。

携帯番号

カ月/円賃貸条件

 ※ 別途、株式会社オリコフォレントインシュアの支払委託手数料（支払総額の1％）が発生いたします

入居者

 年 　       　月          　日

株式会社 アヴニール

カ月/円

従業員

 年 　       　月          　日

勤続年数正社員・公務員・自営業・派遣・ﾊﾟｰﾄ/ｱﾙﾊﾞｲﾄ・他（　　　　　）

賃貸・家族所有・自己所有・寮社宅・公営・他(　　　　　　　　　　　　　　　　）

敷　金

男・女

仲介会社

管理会社

（　　　　　　　　）　　　　　　  　　-

勤続年数

保証会社

氏名 年収

生年月日

円

円

〒　　　　-

西暦　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

 （　　　　　　　）　　　　　　　　　　-

会社名

初回委託料

　　　年　　　　　　　カ月

                    年　     　　月　     　　日　　

カ月

カ月共益費

家　賃

職種

電話番号

その他

円

保証委託契約書

申込人は、株式会社アヴニール（以下「保証会社」という）に対し、表記物件（以下「賃貸借物件」という）に係る申込人および賃貸人との賃貸借契約（以下「賃貸借契約」という）に基づき申込人の賃貸人に対し負担する金銭債務

について、以下の約定を承認のうえ、その保証を委託します（以下、当該契約を「保証委託契約」という）。

第１条（保証委託契約の成立）

保証委託契約は、保証会社が所定の手続きをもって承認し、賃貸人に通知した時に成立するものとします。なお賃貸借契約が成立しなかったときは、保証委託契約も遡って成立しなかったものとします。

第２条（保証の範囲）

(1)本契約の保証債務の対象は、原契約に基づき申込人が負担する以下の各号に定める費用とします。①賃料等。②退去時の残置物撤去費用。③退去時の原状回復費用。（２）前項の定めに拘わらず、以下の各号に定める債

務は、保証の対象とならないものとします。①前項各号に定める債務の履行を遅延した場合の違約金、遅延損害金の支払債務。②原契約に基づき申込人が負担する損害賠償債務。

第３条（保証委託料の支払）

申込人は保証会社に対し、保証委託契約締結時に保証委託料として表記記載の保証委託料を所定の方法で支払うものとします。尚、期間途中の保証委託契約の解約による保証委託料の返還は無いものとします。

第４条（保証債務の履行等）

申込人が、賃貸借費用の支払債務を遅延した場合、保証会社は、申込人に対し何ら通知催告をすることなく、保証債務を履行することができます。この場合申込人は、保証会社に対し、保証会社が履行した保証債務額を、直ち

に保証会社に支払うものとします。

第５条（入金の充当）

申込人が、保証会社に対し負担する債務の履行が、その債務の一部弁済となる場合、保証会社は、保証会社の定める法定充当順位に準じた順位と方法により申込人の負担する債務に充当することができます。

第６条（遅延損害金）

申込人は、保証委託契約に基づき保証会社に対し負担する支払債務の支払を遅延したときは、その支払いをすべき日の翌日から、完済にいたるまで、年14.6％の割合による遅延損害金を保証会社に対して支払います。

第７条（退去の要求）

申込人は、以下の各号のいずれかに該当した場合、保証会社に対して、保証会社に生じる保証債務の増大を抑制する義務を負うものとし、申込人がこの義務を怠ったときは、保証会社は、申込人に対し、賃貸借物件の明け渡し

を要求することができるものとします。①保証会社が相当な期間を定めた書面による催告後も申込人が求償債務を支払わないとき。②賃貸借契約が終了したとき。③賃貸借契約の解除原因のひとつにでも該当したとき。④保証

会社に対し虚偽の申し出をし、または虚偽の書類を提出したとき。⑤その他申込人と賃貸人との間の信頼関係が破壊され、賃貸借契約の継続が不能となるような事由が発生したとき。

第８条（契約期間）

保証委託契約の契約期間は賃貸借契約の賃貸期間とし、申込人および保証会社との間で賃貸借契約が更新されたことを前提として、保証委託契約も同一の条件で更新されるものとする。前項にかかわらず、以下の各号に該

当したとき、保証委託契約は終了するものとする。①賃貸借物件の用途が居住用から変更されたとき。②申込人の賃貸借契約上の地位が第三者に移転したとき。③賃貸人の賃貸借契約上の地位が第三者に移転したとき。③

賃貸借契約に基づく賃借権の譲渡・転貸等がなされたとき、または賃貸借物件の占有権に追加・変更等があったとき。④賃貸借契約の内容に重大な変更があったとき。⑤賃貸借物件の管理変更等による管理会社の地位承継

が行われたとき。

第９条（賃貸借条件の変動）

賃貸借物件、賃貸借費用の内容に変更があったとき、その他賃貸借契約の内容に重大な変更があったときは、保証委託契約は、当該事由が生じた日以降はその効力を失うものとします。

第１０条（延滞情報の通知）

申込人が保証委託契約に基づき保証会社に対し負担する債務の支払いを遅延したときは、賃貸人が賃貸借契約に基づく権利を行使するために、保証会社がその延滞情報を賃貸人に通知しても、申込人は、なんら異議ないも

のとします。

第１１条（費用負担）

賃借人は、次の費用を負担します。

①契約締結費（印紙代）は実費。②申込人の保証会社に対する弁済費用は実費。③保証会社が訪問集金したときは、１回につき1000円（税別）。④保証会社が申込者又は連帯保証人に対し書面による催告をしたときは、当該催

告に要した費用は実費。⑤保証会社が保証債務を履行した場合、その履行に要する費用は実費。⑥本契約または本契約に基づく費用手数料に関して課される消費税その他の公租公課。⑦賃借人は、表記物件の明渡しに関し、

賃貸人及び乙が訴訟手続きに要した費用（弁講士費用、訴訟費用、強制執行費用等）を負担するものとします。

第１２条（届出事項及びその変更について）

(1)申込人は、賃貸借物件に入居後新たに電話を設置し、若しくは電話番号を変更した場合は、書面により速やかに保証会社または管理会社宛連絡します。(2)申込人は、氏名、住所、緊急連絡先、電話番号、勤務先等保証会

社に届出た表記記載事項を変更したときや、契約者に係わる後見人、補佐人、補助人、任意貢献監督人が選任された場合には、登記事項証明書等を添付のうえ遅滞なく書面をもって保証会社に通知するものとします。(3)申込

人は、前項の氏名住所等の変更通知を怠ったことにより、保証会社から通知または送付書類等が延着または不到達となっても、保証会社が通常到達すべきときに到達したものと見なします。但し、前項の変更通知を行わなかっ

たことについてやむをえない事情があるときはこの限りではないものとします。

第１３条（担保の提供）

申込人は、保証会社が必要と認めたときは、保証会社の承認する担保を提供するものとします。

第１４条（求償債務の不履行による賃貸借契約の解約）

申込人は、第2条に基づき申込人が保証会社に対し負担する求償債務の支払を遅延が賃貸借契約の解約事由になること承認し、保証会社が相当な期間を定めた書面による催告後も求償債務を支払わない場合、賃貸人が賃

貸借契約を解約することに異議ないものとします。

第１５条（譲渡担保）
申込人は、保証委託契約に基づき保証会社に対し現在負担し、または将来負担する一切の債務を担保するために、申込人が賃貸借物件の明け渡し時に返還を受けることを条件に申込人が賃貸人に差し入れた敷金、保証金、
その他の金員の返還請求権を保証会社に譲渡するものとします。

第１６条（反社会的勢力の排除）
(1)申込人は、申込人（申込人が法人にあってはその代表者を含む）が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊
知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という）に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。①暴力団員等が経営
を支配していると認められる関係を有すること。②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする
など、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。⑤役員又は経営に実質的に関与して
いる者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。(2)申込人は、自ら（申込人が法人にあってはその代表者を含む）又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。①暴
力的な要求行為。②法的な責任を超えた不当な要求行為。③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて会社の信用を毀損し、又は会社の業務を妨害する行
為。⑤その他前各号に準ずる行為。(3)申込人が、暴力団員等もしくは(1)各号に該当した場合、もしくは (2)各号の何れかに該当する行為をし、又は(1)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会
社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込人は、申込人に損害が生じたときでも、会社に対し何らの請求をしないものとします。

第１７条（管轄裁判所）

申込人は、本契約について紛争が生じたときは、訴額のいかんに係わらず、保証会社の本社または支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項

１．個人情報の利用目的
保証会社は申込者および連帯保証人の個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用します。
(1)保証委託契約の審査判断のため。(2)賃貸借契約締結のため。(3)保証会社と申込者の取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため。(4)保証会社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため。(5)保証委
託契約の履行・管理のため。(6)その他前記目的に付随する業務を遂行するため。

２．個人情報の第三者への提供
保証会社は以下の範囲で個人データを第三者へ提供することがあります。

(1)提供する第三者の範囲
申込人および連帯保証人が賃貸契約を締結した賃貸人、不動産管理会社および審査委託会社。
(2)第三者に提供される情報の内容

当社所定の入居申込書兼保証委託契約書に記載された申込内容（申込日、申込事実情報、氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先名称、勤務先所在地、勤務先電話番号、勤続年数、年収、家族構成等の情報）

および保証委託契約に関する契約締結後の賃料支払状況等の「取引情報」（保証委託契約締結後に管理会社および保証会社が通知を受ける等して知り得た情報を含みます）および本人確認書類に記載された本人確認情報。

承　認　番　号




